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　平成 14 年 3 月、人間と自然がバランスよく

暮らしていくための羅針盤として「新・生物多

様性国家戦略」が策定され、「保全の強化」、「持

続可能な利用」と並び「自然再生」が今後展開

すべき施策の大きな方向として位置づけられま

した。

　平成 15 年 1 月には、自然再生の基本理念や

手順等を定めた「自然再生推進法」が施行され、

また同年 4 月には同法に基づく「自然再生基本

方針」が閣議決定し、その後全国各地で様々な

自然再生の取組みが進められています。

　この冊子は、環境省が行う自然再生事業がど

のようなもので、各地でどのようなことが行わ

れているのかについて紹介し、さらにこの取組

みを広げていくことができるよう、具体的な実

施内容を中心に取りまとめたものです。

　この冊子をより多くの地域で自然再生の取組

みを進めていく足がかりとして、ご活用いただ

きたいと思います。




